
 
1
0
0
万

円

以
上

 

1
0
0
万

円

未
満

 
〇

 

△
 

（
テ

レ
ビ

受
信

料
、
会

場
使

用
（

借
上

）
料

、

寝
具

借
上

料
、
自

動
車

使
用

料
、
不

動
産

の
借

入
れ

に
係

る
長

期
継

続
契

約
に

よ
る

も
の

及
び

1
0
0
万

円
未

満
の

も
の

◎
）

 

1
,
0
0
0
万

円
以

上
 

 
2
0
0
万

円

以
上

 

2
0
0
万

円

未
満

 
〇

 

△
 

（
テ

レ
ビ

受
信

料
、
会

場
使

用
（

借
上

）
料

、

寝
具

借
上

料
、
自

動
車

使
用

料
、
不

動
産

の
借

入
れ

に
係

る
長

期
継

続
契

約
に

よ
る

も
の

及
び

2
0
0
万

円
未

満
の

も
の

◎
）

 

2
,
0
0
0
万

円
以

上
 規

則 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
一
月
三
十
日 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
（
令
和
三
年
埼
玉
県
規
則

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           

別
表
第
四
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、 

」 

（
1
0
0
万

円
 

（
2
0
0
万

円
 

「 

を 

に
、 

「 
 

 
 

 

」 

賃
借

料
 

 
1
0
0
万

円

以
上

 

1
0
0
万

円

未
満

 
〇

 

賃
借

料
 

 
2
0
0
万

円

以
上

 

2
0
0
万

円

未
満

 
〇

 

場寝使入続及

5
0
0
万

円
 

「 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、 

1
,
0
0
0
万

円
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「 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
病
院
事
業
財
務
規
則
の
規
定
は
、

令
和
八
年
度
の
予
算
の
執
行
に
係
る
も
の
か
ら
適
用
し
、
令
和
七
年
度
の
予
算
の
執
行
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

で
1
0
0
万

円
 

で
2
0
0
万

円
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